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鬼町発第１１２４号 

令和８年１月２３日 

各 位 

鬼北町長 兵頭 誠亀    

（公印省略） 

令和８年度町県民税申告相談の実施について 

 

 平素は、町税務行政に対し格別のご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、令和８年度町県民税の申告相談を次のとおり実施いたしますので、下記事項に

ご留意のうえ、期限内の申告をお願いいたします。 

 

記 

１ 申告が必要な方 

令和８年１月１日現在で鬼北町に住所を有し、次のいずれかに該当する方が対象と

なります。ただし、ｅ-Ｔａｘ（電子申告）や税務署で所得税及び復興特別所得税の

確定申告をされる方については、町県民税の申告は不要です。 

 

 （１）事業（営業・農業）所得、不動産所得、雑所得、一時所得などがある方 

 （２）給与所得がある方で次のいずれかに該当する方 

    ・年末調整した給与所得以外の所得がある方（注） 

   ・２か所以上から給与の支払いを受けており、年末調整をしていない方 

   ・中途退職等により、年末調整をしていない方 

 ・年末調整で申告した内容に追加又は変更がある方 

   ・日雇い又はアルバイト等で、給与支払者から鬼北町に給与支払報告書の提出

がされていない方 

（３）公的年金に係る雑所得のある方で次のいずれかに該当する方 

    ・公的年金に係る所得以外の所得がある方（注） 

   ・日本年金機構等へ提出した扶養親族等申告書の内容に変更がある方 

・日本年金機構等から扶養親族等申告書の送付がされない方（源泉徴収の対象 

とならない方）のうち、扶養親族等の申告をする方 

（４）医療費控除、寄付金控除などの各種所得控除の適用を受ける方 

 

 上記以外に、前年中（令和 7 年 1 月 1 日～令和 7 年 12 月 31 日）に収入がなかった 

方で、国民健康保険等に加入されている方、各種公的支援・給付（教育・保育・福祉・ 

医療等）の適用を受ける方、課税（所得）証明書が必要な方などは、町県民税の申告 

が必要となる場合があります。 

 

（注）当該所得以外の所得が 20 万円以下等で所得税及び復興特別所得税の確定申告が不要となる方でも町 

県民税の申告は必要です。また、収入が公的年金のみで確定申告が不要であっても、町県民税が課税 

される方は、町県民税の申告（各種控除の申告）をした方が有利となる場合があります。 

回 覧 
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２ 申告期間及び会場  詳細は P4「令和 8 年度町県民税申告相談日程」のとおり   

 

〔期間〕 令和８年２月９日（月）から３月１６日（月）まで 

     ※年金受給者の所得税等還付申告は、２月９日（月）に実施 

〔時間〕 午前９時から１１時、午後１時から３時 

〔会場〕 各地区公民館及び日吉支所 

      

３ 申告に必要なもの 

  申告に必要となる主な書類は次のとおりです。申告内容（所得・控除の種類）によ

り必要な書類が異なりますので、確認の上、申告会場に持参してください。 

共   通 

※代理の場合は、右記に加えて 

代理人の本人確認書類が必要 

①マイナンバーカード又は通知カード 

②本人確認書類（運転免許証、健康保険証など） 

※マイナンバーカードをお持ちの方は不要 

③納税者本人名義の預金（貯金）通帳 

※所得税等の還付を受ける場合のみ必要 

 

所得・控除の種類 必要となる代表的な書類（例） 

所 
 

得 

給 与 所 得 ・給与所得の源泉徴収票 

雑 所 得 

・公的年金等の源泉徴収票 

・個人年金の支払通知書 

・報酬等の支払調書 など 

配 当 所 得 ・配当金計算書 など 

営 業 所 得 
・収支内訳書、帳簿、領収書 

・報酬等の支払調書（保険外交員・検針員等） など 

農 業 所 得 ・収支内訳書、帳簿、領収書 など 

不 動 産 所 得 ・収支内訳書、帳簿、領収書 など 

一 時 所 得 ・生命保険一時金、損害保険満期返戻金支払通知書 など 

譲 渡 所 得 

（土地・建物等） 

・売買契約書、取得費及び譲渡費の領収書 など 

（土地・建物等の収用） 

・公共事業用資産の買取り等の申出証明書 

・公共事業用資産の買取り等の証明書 

・収用等の証明書 など 

（株式） 

・特定口座年間取引報告書 など 

控 

除 

医 療 費 控 除 

・医療費控除の明細書（明細書がない場合は領収書） 

・医療保険者から送付される医療費通知書 

・保険給付金や高額療養費払戻等で支払った医療費に補てんが

あった場合は、その金額の分かる通知書 

・セルフメディケーション税制を申告する場合は、セルフメデ 
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控 
 

除 

医 療 費 控 除 

ィケーション税制の明細書（明細書がない場合は領収書） 

・おむつ代を医療費控除で申告する場合は、おむつ使用証明書

（1 年目）、おむつ使用の確認書（2 年目以降） など 

社会保険料控除 

・国民年金保険料の控除証明書 

・任意継続保険料等の納付証明書 

・保険組合（建設国保等）健康保険料の納付証明書 

・国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付

証明書（注） など 

（注）鬼北町以外の保険者（市町村）に納付した場合に必要です。 

小規模企業共済 

等 掛 金 控 除 
・加入団体等から交付される控除証明書 

生命保険料控除 ・保険会社から交付される控除証明書 

地震保険料控除 ・保険会社から交付される控除証明書 

寄 附 金 控 除 ・寄附団体等から交付される証明書、領収書  

配偶者（特別）控除  ・配偶者の所得が分かる書類（源泉徴収票など） 

扶 養 控 除 ・扶養親族の所得が分かる書類（源泉徴収票など） 

住宅借入金等 

特 別 控 除 

・登記事項証明書（土地・建物） 

・売買契約書又は工事請負契約書の写し（土地・建物） 

・金融機関等から交付される借入金の年末残高証明書 

・補助金の交付を受けた場合は、交付決定通知書 

・増改築の場合は、増改築工事証明書 など 

 

４ 注意事項 

 （１）事業所得（営業・農業）や不動産所得のある方は、事前に「収支内訳書」の作

成をお願いします。また、領収書は費目毎に必ず整理しておいてください。 

 （２）医療費控除を受けられる方は、事前に「医療費控除の明細書」の作成をお願い 

します。申告する場合は、必ず個人毎及び医療機関等毎に領収書を整理の上、支 

払金額を集計しておいてください。 

 （３）上記の収支内訳書、医療費控除の明細書が必要な場合は、各会場（公民館）に

用紙を備え付けてありますので、最寄りの申告会場でお求めください。 

（４）青色申告の方、所得税及び復興特別所得税以外の国税（消費税、相続税、贈与

税）が関与する申告の方、申告受付に高度な判断を要する方など、町の申告相談

で受付ができない又は困難な場合、税務署へご案内することがあります。 

 （５）日曜日や一部時間帯（特に午前・午後の開始直後）は、大変混み合う傾向があ

り、長時間お待たせする場合があります。あらかじめご了承ください。 

 （６）令和８年１月２日以降に鬼北町に転入された方の受付は行っておりません。前

住所地の自治体又は最寄りの税務署等で申告をお願いいたします。 

 

（お問い合わせ先） 

鬼北町役場 町民生活課  

課税管理係（担当 亀澤） 

電話 0895-45-1111 内線 2122 



午前の受付　9：00～11：00 午後の受付　13：00～15：00
2月9日 月 近永公民館 年金受給者の所得税等還付申告（近永） 年金受給者の所得税等還付申告（好藤・愛治・三島・泉・日吉）

2月12日 木 好藤公民館 成藤、清延 吉波
2月13日 金 〃 柏田、西仲、田丸、沖 平井、小坂
2月16日 月 〃 東仲 沢松
2月17日 火 愛治公民館 大宿 生田
2月18日 水 〃 清水 畔屋
2月19日 木 〃 西野々 ※午後の受付なし
2月20日 金 日吉支所 父野川下 父野川中、父野川上
2月23日 月 〃 上大野、下鍵山（１・２） 下鍵山（３・４・５・６・７）
2月24日 火 〃 下鍵山（８・９・１０・１１）、上鍵山（下本村１） 上鍵山（下本村２・上本村・巻・長谷・黒川上・黒川下）
2月25日 水 〃 日向谷 川上（野地・上）
2月26日 木 三島公民館 川上（小越・古用）、久保 小松（清詰・中・安森・富東）
2月27日 金 〃 小松（富町・富西）、延川（長穂） 延川（駄場・小野川）
3月2日 月 〃 下大野 広見
3月3日 火 泉公民館 小倉（川崎・町１・町２・上住・下住） 小倉（宮口・宮奥・轟）、岩谷
3月4日 水 〃 興野々（芳・寺） 興野々（中・東）
3月5日 木 〃 上川、小西野々 出目二
3月6日 金 近永公民館 牛野川、水分、北川（１・２） 北川（３・４）、成川
3月8日 日 〃 今在家、奈良中（１・２・３） 奈良中（４・５・６）、奈良下（１・２）
3月9日 月 〃 奈良下（３・４・５・６・７・８） 中野川

3月10日 火 〃 芝 永野市（西山上・西山下）
3月11日 水 〃 永野市（舟木・重ヶ森・下） 出目一
3月12日 木 〃 近永（旭町） 近永（新町）
3月13日 金 〃 近永（栄町） 近永（本町・南町）、鬼北の里
3月16日 月 〃 年則、国遠 ※午後の受付なし

（注意） ・指定日及び指定時間帯での来場にご協力をお願いいたします。なお、指定日の来場が困難な場合は、指定日以外でも受付いたします。

・２月１９日（木）午後、３月１６日（月）午後の受付は実施いたしませんので、ご注意ください。

・役場本庁での受付は実施しておりませんので、必ず申告会場にお越しください。

・マイナンバーカードまたは通知カードを必ずご持参ください。

令和８年度　町県民税申告相談日程

月　 日
曜
日

会　　場
対　　　象　　　地　　　区

-
４

-

●町県民税申告の電子化について
令和８年度分（令和７年中の所得等に対する申告）から電子申告が開始されます。スマートフォンやパソコンから、マイナンバーカードを利用して、eLTAX（エル
タックス）のホームページ、マイナポータル及び町ホームページを経由して、町県民税の申告手続きが開始される予定です。（詳細が決まりましたら町ホームペー
ジにてお知らせする予定です。）
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